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第１章 現場検査の概要 

１．１ はじめに 

このマニュアルは、新築住宅向け瑕疵保険「あんしん住宅瑕疵保険」の現場検査のうち、認定

品質住宅制度における認定団体検査員が実施することのできる自主検査について株式会社住宅

あんしん保証（以下「住宅あんしん」）の共通事項を定めたものです。 

 住宅あんしんの認定品質住宅制度とは、良質な施工技術基準および管理体制等を有し、一定の

品質が見込まれる住宅を供給することができると認める２以上の事業者から構成される団体（以

下「認定団体」）を対象に定めたものです。 

 各認定団体が対象とする住宅の区分は、戸建のみ、または戸建および共同と異なり、それぞれ

の基準、体制のもとで運営されます。各認定団体に登録された認定団体検査員は、所属団体の基

準などを充分理解して自主検査に臨みます。 

 なお、認定団体検査員が自主検査を実施しない場合、住宅あんしんの検査員が通常検査として

行います。 

 

 

１．２ 検査の目的 

 「あんしん住宅瑕疵保険」の検査は、その結果を保険証券発行の可否判断材料のひとつとする

ことにより保険申込者のモラルハザードを防止し、保険制度の安定的な運用を図るために行いま

す。これは、保険申込者による自主的な工事管理活動が実施されていることを前提に、対象住宅

の保険対象部分（構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分）に係る建築基準法な

どの関係法令、住宅あんしんおよび認定団体の定める設計施工基準への適合性などを現場で確認

するものです。建築基準法に定められた中間・完了検査、建築士法に定められた工事監理などに

相当する事項について行うものではありません。 
 

 

１．３ 検査の時期、範囲、制限業務など                            

（１）認定団体検査員は、保険申込後の対象住宅について、階数（地階を含む）に応じて 

   定められた次の時期に施工状況の検査を行います。 

    ※認定団体によって、自主検査できる構造の種類が異なります。木造に限るなどの制限がある場合が 

     ありますので注意します。 

 

   ①戸建住宅の自主検査（１回） 
     基礎配筋検査（階数に関わらず） 
 
   ②共同住宅の自主検査（１回） 
     ②－１ 基礎配筋検査（階数（地階を含む）が３以下の場合） 
         ②－２ 中間階検査 最下階から数えて２層目の床の躯体配筋時期に実施 
         （階数（地階を含む）が４以上の場合）  
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（２）認定団体検査員が自主検査を行うことのできる住宅の構造、規模は、保有資格により異な 
ります。 

  ①建築基準適合判定資格者検定合格者、１級建築士 
   ：構造・規模に制限はありません 
 
  ②２級建築士、木造建築士 
   ：自らが保有する資格により設計または工事監理を行うことができる構造・ 規模の住 

    宅に限ります 

 

  ③その他の資格（建築施工管理技士など）は、認定団体により設定が異なりますので、所 

   属団体の基準に従います。 

 
（３）認定団体検査員は、以下の「制限業務」に関与している住宅の自主検査はできません。 
   ①現場施工確認者（現場管理者など） 
   ②設計者 
   ③工事監理者 

 

（４）認定団体検査員が実施する自主検査は、必ず保険申込の後に実施します。 

   自主検査の実施日が保険申込日より前の場合、その検査は無効となり、住宅区分を認定品 

   質住宅から一般住宅へ変更し、住宅あんしんによる現場検査を行う運用となります。 

その場合、現場の進捗状況により、所定の時期に配筋検査を行うことができない（コンク

リート打設済みなど）物件は既着工住宅扱いとなり、非破壊検査などによる特例検査を行

います。   

【団体自主検査の実施時期について】
　団体自主検査は、必ず保険申込以後に実施してください。

団体自主検査実施日 保険申込日

団体自主検査実施日保険申込日

×無効

◎有効

 



5 
 

 １．４ 検査全体の流れ 

① 保険申込 … 住宅区分「認定品質住宅」として申込 

↓    

② 認定団体検査員

決定 
… 

対象住宅の構造・地域などを考慮して、担当する認定団体検査員を決定 

（制限業務に注意） 

↓    

③ 日時調整、確定 … 現場施工確認者（検査立会者）と検査実施の日時調整を行い、確定 

↓    

 

④ 

 

事前準備 … 

検査前日までに保険申込書類内容の確認、持ち物（保険申込書類、検査チェックシ

ート、計測器、デジタルカメラ）などを準備、 

現場施工確認者（検査立会者）に実施日時を最終確認 

↓    

⑤ 検査実施 … 現場で検査基準への適合性などを確認 

↓    

⑥ 検査結果報告 … 
検査終了後、速やかに必要事項を記入した検査チェックシート、検査写真シートを

所属する認定団体または取次店の窓口に提出 

 

 

1．５ 検査基準、検査方法 

（１）検査基準 
  ①関係法令 
     住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下「品確法」）第 94 条第１項に規定する 
    構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に係る建築基準法など 
 
  ②住宅あんしんが定める設計施工基準 
   
  ③認定団体が定める設計施工基準 

 
（２）検査方法 
  認定団体検査員は、住宅あんしんが定める「認定団体検査員用 検査チェックシート」の検 
 査項目に関して、施工状況の目視、計測、書類（設計図書を含む）確認、ヒアリング（聞き取 
 り）により、検査基準への適合性などを確認します。 
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1．６ 検査の対象となる部分 

 検査の対象となる部分は、品確法施行令第５条に掲げる住宅の構造耐力上主要な部分および

雨水の浸入を防止する部分です。  
 なお、対象住宅の構造種別により検査部位が異なります。 

 
（１）構造耐力上主要な部分 

基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、火打材）、床版、屋根版、 
または横架材（はり、けた等）で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧、

水圧、または地震その他の振動、衝撃を支える部分 

（２）雨水の侵入を防止する部分 
  ・屋根または外壁 
  ・屋根または外壁の開口部に設ける戸、わく、その他の建具 
    ・雨水排水管のうち住宅の屋根、外壁の内部、または屋内にある部分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.1 検査の対象となる部分 
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1．７ 検査の回数                          
（１）階数（地階を含む）が３以下 
     第１回：基礎配筋工事の完了時 
      （戸建住宅および共同住宅：認定団体検査員または住宅あんしんの検査員が実施） 
     第２回：躯体工事完了時（金物の取付けなど）または下地張り直前の工事の完了時 

    （住宅あんしんの検査員が実施） 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        図 1.2 木造軸組工法 検査対象部位の工程と検査時期の例 
 
（２）階数（地階を含む）が４以上 

   第１回：基礎配筋工事の完了時 
     （戸建住宅：認定団体検査員または住宅あんしんの検査員が実施）               

   第２回：最下階から数えて２層目の床の躯体工事の完了時 
     （共同住宅：認定団体検査員または住宅あんしんの検査員が実施） 
   第Ｎ回：最下階から数えて３に７の自然数倍を加えた層の床の躯体工事の完了時 
    （住宅あんしんの検査員が実施） 
   最終回：最上階の屋根防水工事完了時または下地張り直前の工事完了時 
    （住宅あんしんの検査員が実施） 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1.3 ＲＣ造 検査対象部位の工程と検査時期の例 
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        第２章 現場検査の実施 

２．１ 検査の準備（服装、携行品） 

（１）検査時の望ましい服装 

  ①ヘルメット 
  ②作業服、作業ズボン、作業靴（靴底ゴム製） 
   ※スーツに革靴、G パンは不可です。 

     現場施工確認者(検査立会者)の他、検査対象住宅の施主、買主などが突然立会いとなることもあります。 

     日頃から適切な服装、装備で検査に臨むようにします。 

      

（２）検査時に持参するもの 

  ①認定団体検査員証（認定団体が発行している場合） 
  ②「あんしん住宅瑕疵保険」申込の添付書類（設計図書、地盤調査報告書など） 
  ③検査チェックシ－ト（住宅あんしんが定める認定団体検査員用） 
  ④筆記用具 
  ⑤デジタルカメラなど 
  ⑥コンベックスなど 
  
（以下は、必要に応じて準備します） 
  ⑦懐中電灯（広い範囲を十分に照らして目視確認できる光量） 
  ⑧軍手、安全帯 
  ⑨その他 現場検査に必要と思われるもの 

 

 

２．２ 検査に臨む際の留意事項 

（１）安全確保の徹底 
   ①現場への移動時に、交通事故などにあわないよう注意をします。 
 
   ②検査時はヘルメットを着用し、周辺および足元の状態にも注意を払い、転倒、転落など 
    がないよう注意をします。    
 
（２）認定団体検査員本人による検査の実施 
  検査は、必ず認定団体検査員本人が行い、代理人による検査や書面のみの検査を行ってはい 
 けません。  
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２．３ 検査の実施 

 （１）検査は、現場施工確認者が検査チェックシートの検査項目に関して、施工が適切である 

    ことをあらかじめ確認した後の状況で行います。 

 

 （２）認定団体検査員は、持参した検査チェックシートを使用し、検査項目に関する対象住宅 

    の施工状況が検査基準（関係法令、住宅あんしんおよび認定団体が定める設計施工基準 

       など）に適合していることを目視、計測、書類確認、ヒアリング（聞き取り）、いずれか 

       の方法により確認します。   

 

【注意】 2018 年 2 月から、検査時に保険申込者が検査チェックシート（現場施工確認者

欄に記入済み）を検査員に提出していただく運用を終了しました。 

          認定団体検査員は、持参した検査チェックシートを使用して検査を行います。 

 

  （３）書類確認では、保険申込時の提出書類内容と現場施工状況の整合性を確認します。 

    

   （４）木造軸組工法、枠組壁工法の検査（地盤に関する項目） 

   基礎配筋検査チェックシートの地盤に関する検査項目は、保険申込時の提出書類内容 

   と、施工状況の整合性を正確に確認します。 

 

  ※新築住宅の地盤補強工事は、敷地の状況などにより施工段階で工法の変更が行われる場合があります。 

    その際、事業者から発注者へ「地盤調査報告書」などによる敷地状況や、地盤補強工法変更の内容説明 

       が十分でなかったことなどの理由から、住宅あんしんに発注者などから「瑕疵保険申込受理時からの変 

       更内容の把握状況」、「検査時の確認方法」に関するお問合せをいただいたり、さらにその後、事業者（保 

       険申込者）と発注者の当事者間トラブルに発展するなどの事例が発生しています。 

 

  （５）検査中に不適合な部位が確認された場合、現場施工確認者（検査立会者）にその旨を 

     指摘し、改善の要請を行います。 

      指摘した部位は、検査終了までに改善が確認できた場合、適合「○」とします。 

 

  （６）施工状況の確認と平行して、検査時の写真を撮影します。 

         

  （７）検査の終了（検査結果の通知など） 

     検査項目の確認が終了後、現場施工確認者（検査立会者）に、検査結果が「指摘事項 

     なし」、または「指摘事項あり（施工不備、書類不備）」のいずれかを伝えます。 

     不適合項目の改善が、検査終了までに確認できない場合、後日、是正実施後にあらた 

     めて検査を行い、適合を確認します。 
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２．４ 検査の記録（チェックシート） 

 認定団体検査員は、現場で検査チェックシートの検査員記入箇所（検査員チェック欄（Ａ）、 

検査情報（Ｂ）、（Ｃ））に記入します。

 

（Ａ） 
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図 2.1 検査チェックシ－ト（戸建住宅、３層以下の共同住宅 基礎配筋検査用）記入箇所 

 

（Ｂ） 

（Ａ） 

（Ｃ） 

※ﾁｪｯｸｼｰﾄが制限業務対応版であることを確認します。 
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（Ａ）検査員チェック欄 

①検査項目が検査基準に適合の場合「○」、不適合の場合「×」、該当なしの場合「／」 

を記入します。 

 

②住宅あんしんから事前に設計施工基準と同等の性能を認める確認（個別３条確認）を 

 受け、「確認書」が現場で提示、またはヒアリングで確認できた項目は「３」を記入し 

 ます。 

 

（Ｂ）検査情報（検査員） 

 検査員番号（認定団体が定めた認定団体検査員番号）、検査日、検査員氏名、連絡先電話番

号、検査を実施した認定団体検査員が、制限業務に関与していないことの確認、所属する認

定団体名を記入します。 

 

（Ｃ）検査情報（検査結果） 

  ①検査項目に不適合項目がない場合、検査結果は「指摘事項なし」にチェックします。 

 

  ②不適合項目がある場合、現場施工確認者（検査立会者）に工事管理者にその旨を指摘 

   し、改善の要請を行います。検査終了までに改善が確認できない場合、是正実施後に 

   再検査を行い、適合を確認し、検査結果は「指摘事項なし」にチェックします。 
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２．５ 検査の記録（写真） 

 認定団体検査員は、検査時に決められた部位の施工状況を撮影し、検査チェックシートと共に

認定団体または取次店に提出します。 

当該物件がわかる全景写真　1枚

（配筋時もしくはコンクリート打設後仮仕上り時）

検査チェックシート（1／1）

チェックシート名 認定品質住宅用 検査内容 検査写真シート（基礎） 住宅分類 戸建住宅

保険申込情報

受付番号 K H X X 0 0 0 8 0 0 7 2 A A

事業者番号 8 0 0 1 1 1 1 事業者名 株式会社　安心建設

現場施工確認者 安心　三郎 TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0000

Ａ　基礎配筋写真（コーナー部：ベース・立上り）

K-329-1212-5

年

検査対象住宅住所 東京都あきるの市秋留7-8-9

所有者（予定） 日本橋　次郎 住宅名称（仮称） 日本橋邸

Ｂ　当該物件が分かる配筋時の全景写真またはコンクリート打設仮仕上り全景写真 日（撮影）平成 月

基礎配筋写真　1枚

（コーナー部：ベース、立上りが確認できる部位）

（撮影）平成 年 月 日

 

図 2.2 検査写真シ－ト（戸建住宅、３層以下の共同住宅 基礎配筋検査用） 貼付箇所 
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（１）提出枚数 

   ①１回の現場検査で提出する写真は、合計２枚。 

    複数の部位を１ 枚の同じ写真で代用（写真の使い回し）してはいけません。 

         

      ②２枚の撮影部位は、住宅の階数により異なります。 

    

   ③検査写真シートに、検査時の写真２枚を、該当するタイトルに合わせて貼付けます。 

 

（２）撮影部位 

【戸建住宅、３層以下の共同住宅の場合】 

検査 

時期 

撮影する部分 

１枚目 ２枚目 

基
礎
配
筋
検
査 

当該物件が分かる全景写真（下記のいずれか） 

・配筋時の全景写真 

・コンクリート打設仮仕上り全景写真 

 

 

基礎配筋の状況が確認できる写真 

・ベース筋および立上りが確認できるコーナー部の写真 

 

 

 

【４層以上の共同住宅の場合】 

検査 

時期 

撮影する部分 

１枚目 ２枚目 

中
間
階
躯
体
検
査 

当該物件（検査）を特定できる写真 

・配筋時の全景写真 

 

 

（RC 造）床の配筋状況等を確認できる写真、 

または柱・梁（壁梁）、を確認できる写真 

・主筋と帯筋を含めた柱の部分  

・主筋とあばら筋を含めた梁の部分 

・床版スラブ筋の部分 

 

（S 造）柱脚部の状況を確認できる写真、 

または鉄骨の接合部を確認できる写真  

・ボルト接合部又は溶接接合部 

 

※中間階躯体検査は、最下層（地下階を含む）より２層目の床躯体工事の完了時の時に実施 

 

 

（３）撮影器具など 

   デジタルカメラ、携帯電話、タブレットなど（画素数 300 万画素以上） 



15 
 

（４）撮影方法 

 ①写真撮影部位の形状、位置が判別できるように、撮影部位に応じて適切な方向から 

  撮影します。  

 

 ②ハレーションを防止するため、反射光を受けない角度で撮影します。 

 

 ③日付を表示させた写真撮影を推奨します。 

  ※認定団体によっては、日付表示が必須の場合があります。 

 

（５）撮影時および撮影後の注意点 

  ①予備写真を含め多めに撮影します。 

      検査終了前に、撮影した内容が適切（所定の部位、明瞭さ）であるか確認します。 

   

  ②不適切な状態（ヘルメット未着用の作業者など）が撮影されないようにします。 

 

  ③一台のデジタルカメラで複数の現場を撮影する場合、検査開始前に建築現場看板など

を撮影すると、事後の整理が容易です。 

 

  ④やむを得ない理由でデータを消失、破壊した場合、認定団体または取次店に連絡しま

す。 

 

  ⑤検査写真の信頼性を確保するため、写真デ－タへの加工は行わないでください。 

 

  ⑥提出された写真に次に掲げる不備がある場合、認定団体、取次店、住宅あんしんから 

   検査員に差戻しを行います。正しい写真を再提出してください。 

    ・明らかに間違った部位 

    ・明らかに検査時期が異なる 

    ・誤って依頼と異なる現場 

    ・誤って検査とは関係のない写真 

 

（６）検査写真の利用 

 提出された検査写真は、発注者、買主などへ配布される可能性があります。不適切な内容

が写り込まないように、注意して検査写真の撮影を行います。 



16 
 

２．６ 検査結果の報告 

（１）認定団体検査員は、検査チェックシート内容に不備（誤字、記入漏れなど）がないこと、

検査写真シートに写真の貼り間違いなどがないことを確認します。 
 
（２）認定団体検査員は、検査終了後５営業日以内に、検査チェックシートおよび検査写真シー 

   トを認定団体または取次店にＦＡＸまたはメール送信します。 

   認定団体などから不備・不足などを理由に「差戻し」された場合、速やかに修正し、再提 

出します。 

   ※検査終了後、報告が速やかに行われない場合、住宅あんしんは、認定団体に催促を行います。 

 

（３）認定団体検査員は、検査チェックシートおよび検査写真シート（写真データ）を、保険証 

   券が発行されるまで適切に保管します。その後、確実に書類の処分、データ消去を行いま 

   す。 

 

 

 

 

 

第３章 現場監査 

 
３．１ 認定団体による現場監査 

 認定団体は、登録された認定団体検査員に対して、慣れによる意識の低下や過失による施工品 
質が低下することを防止するため、認定団体の運営事務局または支部などが、現場監査を実施し 
ます。 
  
 
３．２ 住宅あんしんによる現場監査 

 住宅あんしんは、別に定める認定団体監査要領に基づき、認定団体の品質管理および施工技術 
管理実施状況の監査を行います。 

    
   
   



17 
 

＜ 資料編 ＞ 
資料- １ 認定団体検査員用 検査チェックシート 

 戸建住宅、共同住宅【 木造軸組工法、枠組壁工法（３層以下） 】  
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資料- ２ 認定団体検査員用 検査チェックシート 

 戸建住宅、共同住宅【 鉄骨造（３層以下） 】 
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資料- ３ 認定団体検査員用 検査チェックシート 

 戸建住宅、共同住宅 【 鉄筋コンクリート造（３層以下） 】  
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資料-４ 認定団体検査員用 検査写真シート 

 戸建住宅、共同住宅 

 【 木造軸組工法、枠組工法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造（３層以下） 】
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資料-５ 認定団体検査員用 検査チェックシート 

 共同住宅【 鉄骨造（４層以上） 】
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資料-６ 認定団体検査員用 検査写真シート 

 共同住宅 【 鉄骨造（４層以上） 】 
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資料- ７ 認定団体検査員用 検査チェックシート 

 共同住宅【 鉄筋コンクリート造（４層以上） 】 
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資料-８ 認定団体検査員用 検査写真シート 

 共同住宅 【 鉄筋コンクリート造（４層以上） 】 
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